
第５章 経営の基本方針 
 

5-1 経営基本方針 

  下水道事業は、市民の快適な暮らしの確保をはじめ、水質保全や若者の定着
に向けたまちづくりの観点から、重要な施策として整備を進めてきました。現
在整備中の公共下水道事業も令和５年度の管渠整備概成を予定していること
から、今後は、管渠や施設の更新・修繕など、施設を良好な状態で維持してく
ためのアセットマネジメントが重要となってきます。今後も持続可能なサー
ビスの提供及び経営を行っていくため、次の３点を経営基本方針とし取り組
んでまいります。 
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5-2 取組の概要 

5-2-1 財源の確保と経費の削減 
 
 (1)水洗化率の向上 

水洗化率は、下水道使用料収入に大きく影響を与えます。現在、集合処
理下水道事業の水洗化率は約 80％であり、広報活動や補助金制度を活用
しながら接続率の向上に努めます。 

 
(2)不明水の削減（有収率の向上） 

管渠の接合部分などから流入する不明水は、令和３年度で 1,133,502  
であり、処理水量の約 19％を占めています。管路の調査・点検を行い、地
下水などの流入箇所を特定するとともに、適切な対策を講じ、不明水の削
減に努めます。 

   
(3)民間活力の導入 

    令和４年度から、処理施設の維持管理業務委託を複数年契約としまし
た。今後、民間活力を活かした効率的な経営を実現させるため、包括的民
間委託導入に向けて検討します。 

       
(4)適正な使用料のあり方の検討 

    維持管理費に対する経費回収率が 100％となるよう、令和５年 10 月か
ら料金改定を行います。改定後においては、経費回収率の動向や今後の経
営状況及び社会経済情勢を把握し、下水道使用料の体系・金額が適正なも
のであるか定期的に検証し、４年ごとに使用料の見直しを行います。 

 
表 5-1 改定使用料金表（１か月あたり・税込） 

区分 排出汚水量 使用料 
基本使用料  1,573 円 

従量使用料 
（１ につき） 

 1  から 10   50 円 
11  から 50   217 円 

 51  から 100   228 円 
100  から 400   232 円 

401  以上 244 円 
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(5)経営等に係る情報提供と市民等の意見の反映 
  令和２年度から地方公営企業法を適用したことから、経営・資産の状況

が「見える化」されました。経営及び施設の状況などを市民・下水道使用
者に理解いただくため、広報紙やホームページなどにより情報提供を行っ
ていきます。また、使用者の適正な下水道の使用がコスト削減や経費の圧
縮につながることを周知・啓蒙し、使用者の経営への参加意識を高めてい
きます。 

  さらに、上下水道運営審議会や上下水道モニターなどを通して、市民の
下水道事業全般に係る意見を経営に反映していきます。 

     
 
5-2-2 適正な施設の管理及び汚水処理施設統廃合計画の策定・実施 
 

 処理施設については、老朽化の現状を的確に把握し、長寿命化及び機能  
強化を行っていくとともに、人口減少を見据えながら施設規模の適正化を図
っていきます。また、特に処理施設が点在している農業集落排水事業におい
ては、各施設の処理能力に対する処理水量や近隣処理施設の状況などを勘案
し、施設の統廃合計画を策定します。さらに、農業集落排水処理区の公共下
水道処理区への編入などについても検証し、合理化を進めていきます。 

管渠については、より詳細な台帳を整備するとともに、これから耐用年数
の経過を迎えるにあたり、今後の更新に向けた調査・設計を行います。 

 
5-2-3 広域化・共同化の推進 
   

   全都道府県で令和４年度までに「広域化・共同化計画」策定が要請されて
おり、宮城県においては県内全市町村が参加する検討会を設立しています。
本市は登米・栗原ブロックに属し、取組事項について関係機関と協議・調整
し、実施していきます。具体的な取組として、広域汚泥処理の検討や業務継
続計画（ＢＣＰ）の共同策定等が予定されています。 
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5-2-4 危機管理体制の強化 
 
台風や近年の豪雨などにより、各地で下水道施設の浸水被害が発生してい

ます。災害時においても一定の下水道機能を確保し、下水道施設被害による
市民生活等への影響を最小限に抑制するため、ハード・ソフト両面による下
水道施設の施設浸水対策を実施する必要があります。 

ハード面となる耐水化対策においては、河川氾濫などによる浸水域と施
設の位置・構造などを踏まえ対策を検討します。また、ソフト面においては、
災害時の業務継続と、事業が中断した場合の早期復旧を目的に、業務継続計
画（ＢＣＰ）を策定します。 

 
5-2-5 人材の育成と技術力の確保 

 
   下水道事業においては、計画策定から設計・建設、維持管理、運営に至る

まで、多岐にわたる専門知識と技術力が従事する職員に求められます。地方
共同法人日本下水道事業団などが主催する外部研修や、職員同士の内部教
育を積極的に行っていき、技術を継承し職員を育成します。 

   また、退職や人員削減、人事異動により失われる職員の技術力を補う手段
として、施設の維持管理を行う民間業者の技術力を生かし、専門的な知識や
データを蓄積していきます。 

 
5-3 数値目標 
    

公営企業は「独立採算が原則」であり、適正な使用料収入の確保と、効率的
な事業運営を行います。 

今後の維持管理費の低減に向けた取り組みと合わせ、将来的な基準外繰入の
解消及び資産維持費の確保を実現するための第一段階として、令和３年度決算
における維持管理費に対する経費回収率 80.6％から、令和７年度までに「維持
管理費に対する経費回収率 100％」を数値目標とし、その後も 100％を維持し
ていけるよう、下水道使用料による自立経営を目指します。 

また、令和３年度末の汚水処理人口普及率は 84.5％であり、登米市下水道基
本構想に掲げている令和 17 年度「汚水処理人口普及率 91.6％」を目指し、管
渠や合併処理浄化槽整備を進めているところです。管渠整備が完了した地域に
おいては、速やかに下水道へ接続するよう周知を行います。加えて、すでに整
備が完了している地域においては、水洗化率が低い処理区もあることから、下
水道への接続について積極的に周知・啓蒙活動を行います。  
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第６章 投資計画・財政計画 
 
6-1 投資計画  
 
  公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業においては、令和５年度

に汚水管渠整備が概成する予定です。以降については、浄化槽の新規整備（年
80 基程度）を継続していきます。また、雨水管路整備は、令和６年度完成予
定です。 

  改築更新については、平成 24 年度に「登米市農業集落排水施設最適整備構
想」を、令和元年度に「登米市公共下水道ストックマネジメント基本計画」を
策定しており、計画的に改築更新を行っています。今後策定予定の汚水処理施
設統廃合計画との整合性を図り、計画の見直し等を行いながら効率的に改築
更新を行っていきます。 

  経営戦略期間内の事業費は約 67 億６千万円です。その財源は、国・県補助
金と企業債で 98％を占めており、今後も有利な財源を活用し事業を進めてい
きます。 

 
図 6-1  建設改良費の事業別内訳 

 
 
 
 

-28-



図 6-2  建設改良費の財源内訳 

 
6-2 財政計画（収支計画） 
 

6-2-1 財政計画（収支計画） 
  

投資・財政計画（収支計画）については、次項のとおりです。 
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6-2-2 財政計画（収支計画）の策定にあたっての説明 
 

(1)収支計画のうち投資についての説明 
＜公共下水道事業＞ 
・汚水管渠整備整備事業は、令和５年度に概成する予定です。その後は、
処理施設の改築更新が主となります。 
・登米市公共下水道ストックマネジメント基本計画に基づき、適切な施
設の維持・補修を行っていきます。 
・迫町大東地区雨水対策事業は、令和 6 年度の完了を見込んでいます。 
 
＜農業集落排水事業＞ 
・平成 29 年度に整備が完了しており、処理施設の改築更新が主となって
います。 
・機能強化事業は、24 処理施設のうち老朽化した施設から順次実施して
いきます。 
 
＜浄化槽整備推進事業＞ 
・年 80 基の浄化槽新規整備の実施を継続していきます。 

 
  (2)収支計画のうち財源についての説明 

＜収益的収入＞ 
・使用料収入は、処理区域内人口の減少や新規接続、整備完了処理区の
接続率向上等を加味した上で、将来の有収水量を推計し、令和５年 10 月
から新料金体系の使用料で算定しています。新使用料体系は、維持管理
費に対し 100％の経費回収率となるよう、改定を行っています。 
・一般会計繰入金は、基準内繰入金のほか、資本費に対し使用料収入が
不足する分を基準外繰入金として繰り入れる計画としています。 
 
＜資本的収入＞ 
・資本的支出に係る財源は、国土交通省の「社会資本整備総合交付金事
業」、農林水産省の「農山漁村地域整備交付金」及び環境省の「循環型社
会形成推進交付金」を見込んでいるほか、企業債の借入、資本費平準化
債の活用、受益者負担金・分担金での財源確保を見込んでいます。また、
一般会計繰入金については、企業債償還金に係る基準内繰入金に加え、
なお不足する分に充てるため基準外繰入金を見込んでいます。 
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  (3)収支計画のうち投資以外の経費についての説明 
＜民間の活力の活用に関する事項＞ 
・令和４年度から、処理施設維持管理業務について複数年での民間委託
を実施しています。 
 
＜職員給与費に関する事項＞ 
・令和４年度の 21 人体制を基本とし、職員給与費については昇給率を乗
じて算出しています。 
 
＜動力費に関する事項＞ 
・令和 2 年度から令和 4 年度までの動力費の平均金額を基礎額とし、年
当たりの物価上昇率を乗じて算出しています。 
 
＜修繕費に関する事項＞ 
・償却資産（修繕工事の対象となる建物、構築物、機械及び装置）の帳
簿価額に、令和 2 年度から令和 4 年度までの帳簿価額に対する事業ごと
の修繕費の割合を乗じ算出しています。 
 
＜委託費に関する事項＞ 
・施設維持管理業務に係る委託料は契約期間を 3 年間とし、契約更新時
に３年間の物価上昇率を乗じることで算出しています。施設維持管理業
務以外の委託料は令和 4 年度予算額を基礎額として、物価上昇率を乗じ
ることで算出しています。 
 
＜その他＞ 
・その他の維持管理費は、令和 4 年度予算額を基準額とし、物価上昇率
を乗じて算出しています。 
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第７章 今後検討予定の取組 
 
 経費の更なる削減や財源の確保について、今後検討予定の取組は下記のとお
りです。 
 
7-1 投資についての検討 
 

広域化・共同化・ 
最適化に関する事項 

宮城県において策定する「広域化・共同化計
画」により、広域汚泥処理等の検討を行いま
す。また、市内においては、今後策定予定の汚
水処理施設統廃合計画により、事業内の統廃
合にとどまらず、事業を越えた統廃合につい
て検討します。 

投資の平準化に 
関する事項 

今後は、既存施設の改築更新が主となります。
各年度における総事業費の平準化を図りなが
ら実施してきます。 

 
7-2 財源についての検討  
 

使用料の見直しに 
関する事項 

維持管理費に係る経費回収率が 100％となる
よう、令和５年 10 月から使用料の改定を行い
ます。今後も毎年度回収率について確認・検証
を行い、４年ごとに見直しを行います。 

資産活用による 
収入増加の取組について 

汚水処理施設統廃合計画により、使用しなく
なる処理施設やその土地について、有効な資
産活用を検討します。 

その他の取組 国の補助事業の活用など、適切な財源の確保
に努めます。 
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7-3 投資以外の経費についての検討 
 

民間活力の活用に 
関する事項 

令和４年度から、処理施設の維持管理業務委
託を複数年契約としており、今後、包括的民間
委託導入に向けて検討します。また、排水設備
等工事事業者の申請受付等についても、民間
委託を検討します。 

動力費に関する事項 機器更新時における省電力機器の導入等、経
費の削減を図っていきます。 

委託費に関する事項 集約業務として契約できるものについては集
約を検討し、それぞれ経費の削減に努めます。 

その他の取組 

下水道使用料の徴収業務を市水道事業に委託
し、事務の効率化を図っているところです。委
託業者と連携し、使用料の適正な徴収に努め
ます。また、収入の増加を目的とした未接続者
に対する接続への啓蒙、個別訪問、補助金制度
の活用推進などを積極的に行い、接続率の更
なる向上に努めます。 
カーボンニュートラルへの取組として、新し
い技術の導入や下水汚泥の更なる有効活用を
検討します。 
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第８章 進行管理 
 
8-1 進捗管理と事後検証 
 
  経営戦略は、予測を行った数値に対して、定期的かつ定量的に検証を行い、

今後の計画の見直しに反映させる進捗管理が必要です。「計画策定」「事業実
施」「評価・検証」「改善・見直し」のサイクルにより、毎年確認を行い管理し
ていきます。財政計画は、現時点における計画などに基づいて試算しており、
今後の社会情勢の変化などにより計画内容を更新していきます。 

  経営戦略の改定は、基本的には概ね３年から５年後に行うものとします。な
お、計画の目標値と毎年度の事業実績とに乖離が生じている場合には、改善
策の検討を行い、乖離が大きい場合等は必要に応じて見直しを行うものとし
ます。 
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第９章 用語説明 
 
9-1 用語説明 
 主な用語について説明します。 
 

用語 読み方 解説 
維持管理費 いじかんりひ 事業の管理運営に必要な経費のこと。職

員の給与費や処理施設の電気代、動力
費、委託費、修繕費などのこと。 

一般会計繰入金 いっぱんかいけ
いくりいれきん 

地方公営企業法第 17 条の２「経営負担
の原則」に基づき、下水道使用料を充て
ることが適当でない経費等について、一
般会計から下水道事業会計に繰り入れ
るもの。総務省より示される繰出基準に
よるもの（基準内繰出）と、それ以外の
もの（基準外繰出）とに分類される。 

営業収益 えいぎょうしゅ
うえき 

主たる営業活動から生じる収益。下水道
使用料、他会計負担金等が計上される。 

営業外収益 いぎょうがいし
ゅうえき 

銀行口座の受取利息など、営業活動以外
の原因から生じる収益。他会計補助金、
長期前受金戻入、雑収益等が計上され
る。 

営業費用 えいぎょうひよ
う 

主たる営業活動のために生じる費用。管
渠費、ポンプ場費、処理場費、業務費、
総係費、減価償却費等が計上される。 

営業外費用 えいぎょうがい
ひよう 

企業債の支払利息等、営業活動以外の活
動によって生じる費用。支払利息、雑支
出等が計上される。 

汚水 おすい それぞれの家庭で使った生活雑排水や
水洗トイレからのし尿、事業所等から出
される排水のこと。 

汚水処理施設 おすいしょりし
せつ 

家庭や事業所等から出る汚水を処理す
る施設の総称で、浄化センターや浄化槽
を指す。 

合併処理浄化槽 がっぺいしょり
じょうかそう 

し尿と台所、風呂、洗濯等の生活雑排水
を合わせて処理する浄化槽のこと。 
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用語 読み方 解説 
管渠 かんきょ 主に道路内に敷設される下水道管のこ

とを指す。汚水管、雨水管等の種類があ
る。 

管路 かんろ 汚水を集めて汚水処理場や放流先へ運
ぶまでの施設・設備の総称。管渠やマン
ホール、家庭から汚水を管渠に流す取付
管等により構成される。 

企業会計 きぎょうかいけ
い 

企業会計原則に基づき、一般企業と同様
に複式簿記及び発生主義を採用した経
理方式。本市では、水道事業、下水道事
業、病院事業、老人保健施設事業が該当
する。 

企業債 きぎょうさい 地方公営企業の資産取得等の財源とし
て長期に借り入れる地方債のこと。 

企業債償還金 きぎょうさいし
ょうかんきん 

企業債に対する返済金のこと。元金の支
払額を企業債償還金といい、資本的支出
に計上する。利子の支払額は企業債利息
といい、収益的支出に計上する。 

基本使用料 きほんしようり
ょう 

汚水排出量に関係なく必要となる経費
に対する使用料。 

経営指標 けいえいしひょ
う 

経営分析を行うにあたり、具体的に事業
の実態がどうなっているか把握するた
め、財務諸表等の数値から適切な経営判
断をする項目。 

経営戦略 けいえいせんり
ゃく 

将来にわたって安定的に事業を継続し
ていくための中長期的な投資・財政計
画。 

下水道使用料 げすいどうしよ
うりょう 

下水道の維持管理費等の経費に充てる
ため、条例に基づき使用者から徴収する
使用料。原則、水道使用量に応じて積算
される。 

建設改良費 けんせつかいり
ょうひ 

主に下水道の施設整備や改築更新に使
用される経費。 

広域化 こういきか 事業統合や共同経営だけでなく、管理の
一体化の多様な形態等、市町村の連携体
制を構築すること。 
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用語 読み方 解説 
公共下水道 こうきょうげす

いどう 
市街地の汚水を浄化センターで処理し
て河川に放出するもので、市町村が事業
主体となって行う最も一般的な下水道。 

収益的収入・支
出 

しゅうえきてき
しゅうにゅう・
ししゅつ 

その年度の営業活動に伴い収益とそれ
に対応する費用。損益計算は、これに基
づいて行われる。 

資本的収入・支
出 

しほんてきしゅ
うにゅう・しし
ゅつ 

効果が次年度以降に及び将来の収益に
対応する支出と、その財源となる収入の
こと。 

従量使用料 じゅうりょうし
ようりょう 

汚水排出量に応じて必要となる経費に
対する使用料。 

出資金 しゅっしきん 地方公営企業法第 18 条に基づき、一般
会計から公営企業の特別会計に出資さ
れたものをいい、公営企業の自己資本金
となる。 

処理区域内人口 しょりくいきな
いじんこう 

供用が開始され公示が済んだ区域内の
人口のこと。 

水洗化人口 すいせんかじん
こう 

処理区域内人口のうち、水洗便所を設置
している（水洗化を完了している）人口
のこと。 

ストックマネジ
メント 

すとっくまねじ
めんと 

既存の構造物（ストック）を有効活用し、
長寿命化を図る体系的な手法のこと。 

耐用年数 たいようねんす
う 

施設等が使用に耐えうる年数。管渠等は
おおむね 50 年、機械・電気設備はおおむ
ね 10〜30 年とされている・ 

地方公営企業法 ちほうこうえい
きぎょうほう 

常に企業の経済性を発揮するとともに、
その本来の目的である公共の福祉を増
進するように運営するため、地方公共団
体の経営する企業の組織、財務及びこれ
に従事する職員の身分取扱いその他企
業の経営の根本基準、企業の経営に関す
る事務を処理する地方自治法の規定に
よる一部事務組合及び広域連合に関す
る特例を定める地方公営企業の基本法。 
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用語 読み方 解説 
特別利益・損失 と く べ つ り え

き・そんしつ 
事業の通常の経営に伴うものではなく、
発生の事実が過年度に属する収入・支出
や、災害損失等のため臨時の支出など、
経常的な損益計算に算入されないもの。 

不明水 ふめいすい 汚水管に何らかの理由で流れ込んでき
た雨水や地下水等で、処理水量から有収
水量を除いた水量のこと。 

包括的民間委託 ほうかつてきみ
んかんいたく 

民間事業者が一定の要求水準（性能用
件）を満足する条件で、施設の運転・維
持管理について受託者の裁量に任せら
れる、性能発注の考え方に基づく委託方
式。 

ポンプ場 ぽんぷじょう 管渠が深い場合や地形的に自然流下が
困難な場合等に、汚水を汲み上げるため
に設ける施設のこと。 

有収水量 ゆうしゅうすい
りょう 

下水道使用料によって収益がある汚水
量のこと。 
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